
余っている食品はありませんか？

家庭で余っている食品を集め、食品を必要としている方に提供する
「フードドライブ」。食品ロスの削減にもつながります。

寄付いただける食品がありましたら、ぜひお持ちください。

令和 ７ 年11月４日(火) ～11月28日(金) 

（例）乾麺、乾物、缶詰、レトルト食品、調味料、

お菓子、飲料、お米※ など

買いすぎてしまった食品、もらったけど余っている食品
   などをご持参ください。

ただし、次の条件をいずれも満たす食品とさせていただきます。

  

日 時

受 付
場 所

富山県消費者協会
（富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター内）

集める食品

を実施します！

８:30～16:00

富山県消費者協会 ℡ 076-432-5690問合せ

※土曜・日曜・祝日を除く

・賞味期限が令和８年１月以降のもの   ・常温保存できるもの

・未開封で包装が破損していないもの   ・日本語で表記されているもの

※ お米は、販売者、産地などが表示された未開封のもので、令和６年度産以降のものを対象とします。

＜ご注意＞ 以下の食品は対象外です。
×生鮮食品（野菜、魚、肉）、×冷蔵・冷凍食品、×アルコール類、×手作りの食品
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